
 

 

 

 

１．庁内組織体制 

 特定健康診査・特定保健指導の実施は医療保険者の義務となっている。伊達

市国民健康保険の担当である国保年金課が所管課となるが、がん検診や健康教

育等の保健事業とのかかわりが密接なため、健康推進課と連携して実施するも

のである。 

 

２．特定健康診査の実施方法 

（１）基本的な考え方 

  特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを

目的として、メタボリックシンドロームに着目し、この該当者および予備群

を減少させるための特定保健指導を必要とするものを、的確に抽出するため

に行うものとする。 

 

（２）対象者 

  伊達市国民健康保険被保険者のうち、実施年度中に40～75歳未満の年齢

に達する者を対象に年１回実施する。（原則として、実施年度の４月１日現

在において加入しており、かつ、年度途中での加入脱退等異動のない者） 

 

（３）実施項目 

  健診項目は、厚生労働省が示す基準では、「基本的な健診項目」と医師の

判断に基づき選択的に実施する「詳細な健診項目」がある。伊達市では、独

自の健診項目として、詳細健診とあわせ腎機能検査（血清クレアチニン・ｅ

-GFR）と痛風検査（尿酸）を実施する。 

 

特定健康診査 

基準項目 

伊達市国民健康保険 

特定健康診査実施項目

身体測定 

  

  

  

  

質問（問診） ○ ○ 

計測 身長 ○ ○ 

  体重 ○ ○ 

  BMI ○ ○ 

  腹囲 ○ ○ 

診察等 理学的所見 ○ ○ 

【第３章】特定健康診査・特定保健指導の 

     実施方法について 



血圧測定   ○ ○ 

尿検査 蛋白・糖 ○ ○ 

血液検査 

  

  

 

 

  

 

中性脂肪 ○ ○ 

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ○ ○ 

LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ○ ○ 

AST（GOT) ○ ○ 

ALT(GPT) ○ ○ 

γ-GT(γ-GTP) ○ ○ 

空腹時血糖 ○ ○ 

ヘモグロビン A１ｃ ○ ○ 

貧血検査 

  

  

ヘマトクリット値 ■ (●） 

血色素測定 ■ (●） 

赤血球数 ■ (●） 

心機能検査 １２誘導心電図 ■ (●） 

眼底検査 片眼撮影 ■ (●） 

腎機能検査 

  

血清クレアチニン   ● 

ｅ-GFR   ● 

痛風検査 尿酸   ● 

  ※ ○…必須項目   ■…医師の判断に基づき選択的に実施する項目  

    ●…伊達市独自項目 

 

（４）実施場所と時期 

 

地区 箇所数 時期 

月舘地区 1   ７月上旬 

保原地区 5   ７月上旬から下旬 

霊山地区 1   ９月中旬 

梁川地区 7   10 月 

伊達地区 1   11 月上旬 

 

 

（５）受診券の交付及び受診方法 

  受診券は年度初めに対象者に個別配布し、受診時は受診券と保険証を一緒

に提出する。 



 

（６）特定健康診査委託基準 

 ①基本的な考え方 

  特定健康診査の実施にあたっては、できる限り多くの対象者に確実に実施 

 できるよう、また健診・保健指導機関間の事由で公正な競争により上質なサ

ービスが低廉に供給されるよう、民間の事業者も含めたアウトソーシング

が国では想定されている。 

 ただし、実施結果に基づく評価、そして評価結果を用いた後期高齢者支援

金の加算・減算を行うことから、一定水準以上のサービスを供給できるこ

とがアウトソーシングを行う上での前提となる。 

 そのため、委託先機関について一定の基準を設け、基準を満たす機関であ

れば受託できることとする。 

 

②具体的な基準（実施基準第１７条に基づく厚生労働大臣の告示第１） 

ア）人員に関する基準 

イ）施設、設備等に関する基準 

ウ）精度管理に関する基準 

エ）特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準 

オ）運営等に関する基準 

 

（７）特定健康診査データの保管及び管理方法 

 特定健康診査のデータは、原則として特定健康診査を受託する機関が、国

の定める電子的標準様式により、委託機関へ提出します。 

 特定健康診査に関するデータの保存期間は５年間とし、管理および保管は

委託先へ委託します。 

 

 

 

 

 

 

 



３．特定保健指導の実施方法 

（１）基本的な考え方 

 市の現状として、直近の特定健診結果では、血圧、血糖、脂質等の有所見

者割合が受診者の大半を占めており、関連する生活習慣病の発症や重症化予

防に徹底した取組重要になっている。したがって、引き続き、血圧、血糖等、

リスクの重複した対象者へ早期介入し、行動の変容につながる保健指導を実

施する。 

 さらに、個人の生活習慣は社会的要因に規定されることも大きいため、健

康が維持できる環境となるための働きかけも必要である。具体的には、健康

増進法（健康推進課）などで実施するポピュレーションアプローチ（健康教

室などの集団指導）との融合や、社会資源等も積極的に活用していくことが

望ましい。 

 

 

（２）特定保健指導対象者の選定と階層化 

  特定保健指導の対象者は下図のとおりとする。 

 

 

 腹 囲 

   追加リスク  

④喫煙歴 

      対象 

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64 歳 65-74 歳 

男性 

85ｃｍ以上 

女性 

90ｃｍ以上 

  ２つ以上該当  積極的支援  

 

 

動機付け支援 

   

   １つ該当 

あり 

 なし  

 

上記以外で 

ＢＭＩが 

２５以上 

  ３つ該当   

積極的支援 

 

 

 

動機付け支援 

   

２つ該当 

 あり 

 なし  

  １つ該当  

※動機づけ支援・・・保健指導の後６ヵ月後に評価 

※積極的支援・・・・３ヶ月以上のフォローアップと６ヶ月後の評価 

 

 

 

 

 

 

 



（３）保健指導の優先順位 

  保健指導の実施は健診結果から標準的な健診・保健指導プログラム（確定 

 版）様式６－１０のフローチャートに基づき、下記の優先順位に従って行う。 

 

１ 
Ｏ 

Ｐ 

特定保健指導の 

対象者 

特定保健指導 

Ｏ：動機付け支援 

Ｐ：積極的支援 

本人に合った行動変容を

促す保健指導の実施。状

況に応じて受診勧奨を行

う。 

２ Ｍ 

内臓脂肪蓄積はない

が、判定基準で受診

勧奨レベルにある者

情報提供 

（結果の意味や医療機

関受診・健診の継続受診

の必要性など） 

医療機関受診の必要性の

説明。生活改善や受診行

動が主体的にできるよう

支援する。 

３ 

 

Ｉ 

(Ｌ) 

生活習慣病治療中の

者のうち、治療コン

トロール不良者で、

健診結果に有所見が

ある者 

Ｍと同様の扱い Ｍと同様の扱い。 

４ Ｎ 

受診不要者のうち、

伊達市独自の健診項

目で有所見の者 

Ｍと同様の扱い 

 

Ｍと同様の扱い 

受診不要者 情報提供 

（結果の意味や健診の

継続受診の必要性など）

 

５ 
３以外

のＩ 

生活習慣病治療中の

者 

情報提供 

 

かかりつけ医との連携 

レセプトデータとの突合 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）対象者の重点化について 

 特定保健指導の目的は、生活習慣病の発症や重症化を予防することにある

ため、特定健康診査・特定保健指導の実績等を総合的に勘案し、生活習慣病

になるリスクの高さに応じて優先順位をつけ、レベルに応じた保健指導を実

施する。具体的には、下記により特定保健指導対象者の絞り込み等を行うこ

ととする。 

  【重点化のポイントについて】 

  ①年齢 

    特定保健指導の効果が高いとされている年齢が比較的若い層。 

  ②特定健康診査結果 

    特定健康診査結果の分析から、より綿密な生活改善が必要になった者。 

  ③問診結果等 

    特定健康診査の標準的な質問項目等の回答により、生活習慣改善の必

要性が高い対象者。 

 

（５）特定保健指導委託基準 

①基本的な考え方は「第３章２特定健康診査の実施方法（６）特定健康 

 診査委託基準」に準拠する。 

 ②具体的な基準（実施基準第１７条に基づく厚生労働大臣の告示第２） 

  ア）人員に関する基準 

  イ）施設、設備等に関する基準 

  ウ）特定保健指導のないように関する基準 

  エ）特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

  オ）運営等に関する基準 

 

（６）指導実施者の人材確保と資質向上 

 医療保険者での生活習慣病対策、予防重視の基本的な考え方のもと、市の

保健師及び管理栄養士等（嘱託職員含む）にて実施するが、対象者数の増加

に対応するためにはアウトソ－シングの活用も検討する。 

指導にあたるものについては、自ら資質の向上を図り、また、指導者間での

情報交流を行い最新情報の収集活用に努める。 

 

（７）特定保健指導のデータの保管および管理方法 

 特定健康診査と同様とする。 

 

 

 



４．年間スケジュール 

特定健康診査及び特定保健指導の年間スケジュールについては下表のとおり

実施するものとするが、実際に実施する中で不都合等があれば適宜見直しを行

う。 

月 特定健康診査 特定保健指導 

4 月     

5 月 受診券・問診票配布   

6 月     

7 月 集団健診開始   

8 月         健診結果送付開始   

9 月   指導対象者選定 

10 月        初回面接開始  指導と事業評価 

11 月  健診終了   

12 月     

1 月     

2 月   初回面接終了 

3 月     

 

  

 ・おおむね７月から１１月に伊達市国保

加入者を対象に特定健康診査を実施。 

 

・生活習慣病になるリスクの高さに応じ

て優先順位をつけ、レベルに応じた保健

指導を実施。 

 


